
即時適用 

   

 

国内競技規則２－１１「国内競技」の取扱いについて 

 

ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則第２条３項に基づき、ＪＡＦ国内競技規則２－

１１に定めるＪＡＦ以外のＡＳＮ発給による許可証所持者が日本の国内競技へ参加す

る際の取扱いについて、対象とする競技および条件等は、以下といたします。 

 

レース競技 

対

象

競

技 

国内スポーツカレンダーに登録された国内格式以下のすべてのＪＡＦ公認競

技（全日本選手権および地方選手権競技を含む）のうち、オーガナイザーが参

加を認めた競技。 

参

加

資

格 

１ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給したレース競技に有効な競技運転者許可証を所

持する満１８歳以上のドライバー。 

満１５歳以上満１８歳未満で上記の競技運転者許可証を所持するドライバ

ーについては、その参加を以下に限定する。 

・フォーミュラ車両または、ＪＡＦが特に認めたフォーミュラ車両に準ず

る車両とする（限定国内競技運転者許可証Ａで参加できる車両と同一と

する）。 

 

２ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給した有効な競技参加者許可証を所持するエント

ラント。 

 

３ ただし、地方格式競技においては、自動車競技の組織に関する規定第３条

「競技会」２．２）（３）に準じ、ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給した国際競技参

加者許可証および国際競技運転者許可証所持者の参加が制限される。 

参

加

条

件 

１ 当該ドライバーは、自身の競技運転者許可証を、また当該エントラントは、

自身の競技参加者許可証を発給したＡＳＮが当該競技に参加出場することを

承諾している旨の文書等を当該競技会オーガナイザーに提示しなければなら

ない。 

なお、上記文書のほかにオーガナイザーから追加資料等提示の要求があっ

た場合は、それに従わなければならない。 

 

２ オーガナイザーは当該ドライバーの競技運転者許可証、および当該エント

ラントの競技参加者許可証の有効の範囲を確認すること。 

 

３ 全日本選手権競技および地方選手権競技、あるいは、その他のＪＭＲＣシ

リーズ戦やサーキットシリーズ戦等に出場した場合、それらのシリーズ戦の

ポイントが与えられる。 

 

  



即時適用 

   

 

ラリー／スピード競技 

 ラリー スピード競技 

対

象

競

技 

国内スポーツカレンダーに登録された国内格式以下のすべてのＪＡＦ公認競

技（全日本選手権および地方選手権競技を含む）のうち、オーガナイザーが参

加を認めた競技。ただし、クローズド競技は除く。 

参

加

資

格 

１ 日本の普通自動車運転免許証また

は外国のこれに相当する免許証の所

持者で、ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給

したラリー競技に有効な競技運転者

許可証を所持する満１８歳以上のド

ライバー（またはコ・ドライバー／ナ

ビゲーター）。 

 

２ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給した有

効な競技参加者許可証を所持するエ

ントラント。 

 

３ ただし、地方格式競技においては、

自動車競技の組織に関する規定第３

条「競技会」２．２）（３）に準じ、

ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給した国際

競技参加者許可証所持者の参加が制

限される。 

１ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給したス

ピード競技に有効な競技運転者許可

証を所持する満１８歳以上のドライ

バー。 

 

２ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給した有

効な競技参加者許可証を所持するエ

ントラント。 

 

３ ただし、地方格式競技においては、

自動車競技の組織に関する規定第３

条 

「競技会」２．２）（３）に準じ、ＪＡ

Ｆ以外のＡＳＮが発給した国際競技

運転者許可証および国際競技参加者

許可証所持者の参加が制限される。 

参

加

条

件 

１ 当該ドライバー（またはコ・ドライバー／ナビゲーター）は、自身の競技

運転者許可証を、また当該エントラントは、自身の競技参加者許可証を発給

したＡＳＮが当該競技に参加出場することを承諾している旨の文書等を当該

競技会オーガナイザーに提示しなければならない。 

なお、上記文書のほかにオーガナイザーから追加資料等提示の要求があっ

た場合は、それに従わなければならない。 

 

２ オーガナイザーは当該ドライバー（またはコ・ドライバー／ナビゲーター）

の競技運転者許可証、または当該エントラントの競技参加者許可証の有効の

範囲を確認すること。 

 

３ 全日本選手権競技および地方選手権競技、あるいは、その他のＪＭＲＣシ

リーズ戦やサーキットシリーズ戦等に出場した場合、それらのシリーズ戦の

ポイントが与えられる。 

 

  



即時適用 

   

 

カート競技 

対

象

競

技 

国内スポーツカレンダーに登録された国内格式以下のすべてのＪＡＦ公認カ

ート競技（全日本選手権および地方選手権を含む）のうち、オーガナイザーが

参加を認めた競技。ただし、クローズド競技は除く。 

参

加

資

格 

１ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給したカート競技に有効なカートドライバーズラ

イセンスを所持する８歳以上のドライバー。（前記「８歳以上のドライバー」

とは、参加しようとする競技が開催される年内に８歳の誕生日を迎えること

ができるものを指す。） 

 

２ ＪＡＦ以外のＡＳＮが発給した有効なカートエントラントライセンスを所

持するエントラント。 

参

加

条

件 

１ 当該ドライバーは、自身のカートドライバーライセンスを、また当該エン

トラントは、自身のカートエントラントライセンスを発給したＡＳＮが当該

競技に参加出場することを承諾している旨の文書等を当該競技会オーガナイ

ザーに提示しなければならない。 

なお、上記文書のほかにオーガナイザーから追加資料等提示の要求があっ

た場合は、それに従わなければならない。 

 

２ オーガナイザーは当該カートドライバーライセンス、および当該カートエ

ントラントライセンスの有効の範囲を確認すること。 

 

３ 全日本選手権競技および地方選手権競技、あるいは、その他の地域戦やサ

ーキットシリーズ戦等に出場した場合、それらのシリーズ戦のポイントが与

えられる。 

 

 

 




